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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公開番号】特開2010-99201(P2010-99201A)
【公開日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2008-272509(P2008-272509)
【国際特許分類】
   Ａ４４Ｃ   5/02     (2006.01)
   Ｄ０４Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４４Ｃ   5/02    　　　Ｅ
   Ｄ０４Ｂ  21/00    　　　Ｂ
   Ｄ０３Ｄ  15/08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月5日(2011.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本実施例にて、腕章１は、図１に示すように、収縮時直径（Ｄ）及び所定の幅（Ｗ）の
輪仕立伸縮性腕章とされる。腕章１は、図２（ａ）に示すように、細長の所定の幅（Ｗ０
）及び長さ（Ｌ０）に裁断された伸縮性素材からなる帯状腕章生地部材２の両端を縫製に
より接合することによって輪状（即ち、円筒状）に作製される。本実施例にて、腕章１と
しての収縮時直径（Ｄ）は８～１３ｃｍ、幅（Ｗ）は８～１０ｃｍとされる。ただし、こ
の寸法に限定されるものではない。腕章１の表面１Ａには、必要な文字、図形、記号等が
印刷されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　次いで、帯状腕章生地部材の少なくとも長手方向上下縁部に、ロック加工７及びステッ
チ加工８が施された帯状腕章部材２の両端３、４を、図１に示すように、例えば重ね代（
ｗ３）を５～１０ｍｍ程度として、ステッチ加工８にて縫い合わせる。両端の接合縫製加
工は、所望に応じて、当業者には周知の種々の方法で行うことができる。この両端接合縫
製加工もまた、腕章１の幅（Ｗ）方向に伸縮可能な縫製方法（糸）を採用する。
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